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配当方針の変更に関するお知らせ 

（配当性向目標の引上げ及び DOE目標の新設） 
 
 

当社は、2025 年２月６日開催の取締役会において、配当方針の変更について下記のとおり決議いたしました

ので、お知らせいたします。 

記 

 

１． 変更の理由 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上重要な施策として位置付けております。 

その姿勢をより明確化するため、配当方針を変更いたします。 

  

２．変更の内容 

 （１） 配当性向目標の引上げ   ： （旧）40％以上 →（新）50％以上 

（２） DOE （自己資本配当率）目標の新設 ： ６％以上 

  （３） 上記を反映した新・配当方針（下線は変更部分を示します） 

変更前 変更後 

当社は、持続的成長と企業価値向上の継続に向

けた戦略投資を図りつつも、株主の皆様には業績

に裏付けられた成果配分に加え、積極的な還元に

努めることを利益配分に関する基本方針として

おります。 

また、剰余金の配当につきましては、「累進か

つ連続増配（１円以上の増配）」「配当性向 40％

以上」を前提とし、「年２回（中間・期末）」実施

しております。 

当社は、持続的成長と企業価値向上の継続に向

けた戦略投資を図りつつも、株主の皆様には業績

に裏付けられた成果配分に加え、積極的な還元に

努めることを利益配分に関する基本方針として

おります。 

また、剰余金の配当につきましては、「累進か

つ連続増配（１円以上の増配）」「配当性向 50％

以上」「DOE６％以上」を前提とし、「年２回（中

間・期末）」実施しております。 

 

３．変更時期 

    2026 年３月期 中間配当より適用いたします。 

 

 ４．その他 

    配当方針の変更に関しては、本日公表の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関

するお知らせ」「期末配当予想の修正（増配）及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ」をあわせて

ご参照ください。 

以 上 


